北海道最低賃金の広報例
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最低賃金広報例   検 索  ⇒　



広報例１

ちゃんとチェック！ 
北 海 道 の 最 低 賃 金

	最　低　賃　金　件　名
	効 力 発 生 日
	最低賃金額（１時間）

	北海道最低賃金
	令和７年1０月４日
	1,075円

	特定最低賃金
	処理牛乳・乳飲料、乳製品、砂糖・でんぷん糖類製造業
	令和７年１２月１日
	1,113円

	
	鉄鋼業
	令和７年１２月１日
	1,165円

	
	電子部品・デバイス・
電子回路、電気機械器具、
情報通信機械器具製造業
	令和７年１２月１日
	1,116円

	
	船舶製造・修理業、
船体ブロック製造業
	令和７年１２月１日
	1,105円

	（備考） 特定最低賃金の種類により適用範囲等が異なりますので、詳しくは北海道労働局賃金室
（電話０１１－７０９－２３１１）かお近くの労働基準監督署（支署）へお問い合わせ下さい。


厚生労働省　北海道労働局　労働基準監督署（支署）


広報例２

北海道の最低賃金　ちゃんとチェック！最低賃金
	最低賃金件名
	最低賃金額（1時間）
	効力発生日

	北海道最低賃金
	１，０７５円
	令和７年10月４日

	特定最低賃金
	処理牛乳・乳飲料、乳製品、
砂糖・でんぷん糖類製造業
	１，１１３円
	令和７年12月1日

	
	鉄　鋼　業
	１，１６５円
	令和７年12月1日

	
	電子部品・デバイス・電子回路、
電気機械器具、情報通信機械器具製造業
	１，１１６円
	令和７年12月1日

	
	船舶製造・修理業，船体ブロック製造業
	１，１０５円
	令和７年12月1日


●特定最低賃金の種類により適用範囲等が異なりますので、詳しくは北海道労働局賃金室（℡011-709-2311）
又は最寄りの労働基準監督署（支署）へお問い合わせ下さい。
　　　　　　　厚生労働省　北海道労働局　労働基準監督署（支署）




広報例３

北海道特定最低賃金が改定されました
ちゃんとチェック！最低賃金
	特 定 最 低 賃 金
	最低賃金額（１時間）
	効力発生日

	
	改定前
	改定後
	

	処理牛乳・乳飲料、乳製品、
砂糖・でんぷん糖類製造業
	1,048円
	1,113円
	令和７年12月1日

	鉄　鋼　業
	1,100円
	1,165円
	令和７年12月1日

	電子部品・デバイス・電子回路、
電気機械器具、情報通信機械器具製造業
	1,049円
	1,116円
	令和７年12月1日

	船舶製造・修理業，船体ブロック製造業
	1,040円
	1,105円
	令和７年12月1日


（備考）特定最低賃金の種類により適用範囲等が異なりますので、詳しくは厚生労働省北海道労働局賃金室（℡011-709-2311）又は最寄りの労働基準監督署（支署）へお問い合わせ下さい。


広報例４

　　　　　北　海　道　の最　低　賃　金
	最低賃金件名
	最低賃金額（1時間）

	
	効力発生日

	北海道最低賃金
	１,０７５円
令和７年10月４日

	特定最低賃金
	処理牛乳・乳飲料、乳製品、砂糖・でんぷん糖類
製造業
	１,１１３円
令和７年12月1日

	
	鉄鋼業
	１,１６５円
令和７年12月1日

	
	電子部品・デバイス・
電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
	１,１１６円
令和７年12月1日

	
	船舶製造・修理業，
船体ブロック製造業
	１,１０５円
令和７年12月1日


　　　お問い合わせ先
厚生労働省北海道労働局賃金室　℡011－709-2311
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